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1．はじめ1二

　　平成12年7月、当工業会会員企業である㈱東芝、富士電機ホールディンクス㈱（以下r富士電

　機㈱」という）、三菱電機㈱は、3社が客先1＝納入した変圧器1二充填された電気絶縁油から微量の

　PCBが検出された旨の連絡を受けました。このため、当工業会では、会員企業1＝対して過去のPC

　B検出事例の有無を確認したところ、㈱指月電機製作所、㈱東芝、富士電機㈱、北陸電機製造㈱、

　三菱電機㈱、㈱明電舎の6社が製造した変圧器、コンデンサ、リアクトルで微量のPCB検出事例

　が存在することが判明しました。また、当工業会では、電気機器の製造工程および当該機器に使

　周した電気絶縁油を調査したところ、愛知電機㈱、㈱高岳製作所、中国電機製造㈱、東北電機製

　造㈱、富士電機㈱、北陸電機製造㈱の6社が製造した電気機器の一部製品1＝はPCB不合見解の

　得られない再生電気絶縁油が使用されており、微量のPCB混入の可能性が完全1二は否定できな
　いことが半■』りました。

　　以上の結果を、平成14年7月9日付けで経済産業省および環境省1二対して「微量PCB検出に

　かかる調査1二ついて」として報告しました。（参考1）

　　この報告1＝対して、経済産業省および環境省から、当工業会および微量のPCB検出事例等が

　あった10社（愛知電機㈱、㈱指月電機製作所、㈱高岳製作所、中国電機製造㈱、㈱東芝、東北電

　機製造㈱、富士電機㈱、北陸電機製造㈱、三菱電機㈱、㈱明電舎）は、それぞれ平成14年7月1

　2日付け経済産業省製造産業局長通違（平成14・07・11製局第2号）および環境大臣通達（環廃座

第393号）1二もとづき、①PCB含有の有無の判別をお二なう調査、②原因の解明、③関連ユーザー

　への情報提供等の指示を受けました。（別紙1参照〕

　　このため、当工業会では、電気絶縁油を使用した電気機器を製造している会員企業で構成する

　r微量PCB検出変圧器等対策委員会」（注1〕を当工業会内に設けて鋭意調査を進めてきました。

　　なお、上記以外の企業については、当工業会全会員に電気絶縁油の使用状況を調査した結果、

　電気絶縁油を使用した電気機器を製造している企業は上記委員会メンバーの他1＝毛ありましたが、

　いずれ毛過去にPCBおよび再生電気絶縁油を使用した実績は無く、かつ微量PCB検出の事例毛

　ありませんでした。

　　調査の過程において、当工業会は、平成14年7月31日付で関連ユーザーへの情報提供窓口

　を設けたこと、平成14年10月17日付および平成15年3月19日付で新たな微量のPCB検出事

　例が判明した企業1＝ついて経済産業省および環境省1二対して報告しました。

　　なお、新た1二微量のPCB検出事例等があった㈱ダイヘン、東光電気㈱、㈱トーヘン、日新電機

　㈱、㈱日立製作所については平成14年10月18日付け経済産業省製造産業局長通達（平成14・

　1O・17製局第2号）にもとづき、北芝電機㈱、㈱酉島電機製作所、松下産業情報機器㈱（1日松下

　産業機器㈱）1二ついては平成15年3月20日付け経済産業省製造産業局長通達（平成15・03・19

　製局第12号）に毛どづき、別紙1と同様の指示を受けた二とから、先行して調査をおこなっている企

　業と協力しながら混入の可能性および原因の解明1：ついての調査、ならびにユーザーへの適切な

　情報提供等をおこなってきました。

　　また、調査に当たっては、電気機器のユーザーならび1二（社〕潤滑油協会および絶縁油メーカー

　の協力を得て実施しました。

　　本報告書は微量PCB混入の可能性および微量PCB検出事例の混入原因解明について各社の

　言周査結果をとりまとめたものです。なお、調査結果および検出件数等の詳細については、各社の報

　告書を参照ください。

注r1愛知電機㈱、北芝電機㈱、㈱キューヘン、㈱指月電機製作所、四変テック㈱、㈱ダイヘン、㈱高岳製

　　性五、中国電機製造㈱、トーエイ工業㈱、東光電気㈱、㈱東芝、㈱トーヘン、東北電機製造㈱、㈱西
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島電機製作所、ニチコン㈱、日新電機㈱、日立工一アイシー㈱、㈱日立産機システム、㈱目立製作

匝、㈱フジケン、富士電機㈱、北陸電機製造㈱、松下産業情報機器㈱（富山松下電器㈱、松下受配

電システム㈱〕、マルコン電子㈱、三菱電機㈱、㈱明電舎　（計26社）

なお、下線は通達を受けた機器メーカー18社を示す。

注21（1〕本報告書中のr年」の表示は、表2－1は年度を示し、他は暦年を示す。

　　（2〕後述のサンプル調査の結果は3月末完了のもの（一部4月以降の調査分を含む）、またユーザー

　　　から報告があった検出事例は7月末時点の数値を集計した岳

2．調査の実施にあたって

　　事前確認として、PCB混入の要因として機器メーカー単独で調査可能な、使用電気絶縁油、電

　気絶縁油入り電気機器の種類と生産台数の把握、製造ラインの状況と製造工程における人的作

　業、および電気機器に使用した部品・材料等の実態調査をおこないました。

　　なお、柱上変圧器は、2002年7月9日付報告書に記載のとおり、機器メーカー各社とも適正な

　生産管理がお二なわれており、製造過程でPCBが混入する可能性はなく、また電力各社で適切な

　管理をしていることから、新たな問題となる事項はないと考え、調査対象外としました。

2．1事前確認事項

　　使用電気絶縁油、電気絶縁油入電気機器の種類と生産台数、製造工程での混入可能性は、以

　下のとおりです。

（1）使用電気絶縁油の状況

　　機器メーカーは、J1S規格1二もとづいた電気絶縁油（以後、絶縁油という）の調達をおこなってお

　り、機器メーカーとして把握している範囲で、現在まで1二大別して3種類の絶縁油（新曲、再生絶縁

　油、PCB）を購入して電気機器に使用していました。

〔電気機器の充填用1＝購入した絶縁油の種類〕（参考2J1S抜粋）

・新曲＝JlS　C2320－1999（最新版参考2－5）1二定義されている原油を精製した鉱油からなる使用

　　　　　　　　　前の絶縁油

・再生絶縁油1J1S　C2320－1974（参考2－1）で、再生絶縁油と記載のもので、使用済み絶縁油を

　　　　　　　　　原料として再精製した絶縁油（以後、再生油という〕

・PCB：JlS　C2321（参考2－6）で定義されているもの

　なお、電気機器の絶縁油としては、原則として新曲を使用してきましたが、一時期、PCBおよび

再生油を使用しました。

ただし、PCBは1973年以降、再生油は1990年以降購入・使用していません。

注：JlSC2320－1974（参考2－1）、一1978（参考2－2）の材料および加工法では、「絶縁油は、鉱油を精製

　した淡黄色、透明の油で、水分、浮遊物その他有害なものを含まないようにつくらなけれぱならない」

　とあり、JlSC2320－1978R（参考2－3）の用語の意味ではr原油を精製したもの」とあり、1993年以降の

　JlSC2320－1993（参考2－4）では、r原油を精製した毛の、未使用の電気絶縁油」とされているので、

　JlSに従えばいずれの場合でもPCB混入はないと考えていた。
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（2）機器メーカーにおけるPCB不合確認状況

　　機器メーカーは、絶縁油の種類および仕様を指定して購入していましたが、柱上変圧器の微量

　PCB混入問題が起きる1989年以前は絶縁油の受入れ時1二PCB分析をおこなっていませんでし

　た。

　　1990年以降1二ついては、絶縁油メーカーより“PCB不合証明書’’を入手していること、および自

　らが絶縁油の受入れ時および製品の出荷時1二PCB分析を実施していること、あるいは絶縁油の

　受入れ時または製品の出荷時1＝PCB分析を実施するなど、機器メーカーとしての管理を強化しま

　した。

　　なお、今回の調査において、機器メーカーは、使用した絶縁油の“PCB不合見解書”または“PC

　B不合証明書”を過去1＝遡って絶縁油メーカーから入手すべく努めましたが、再生油の一部てばこ

　れを入手できませんでした。

（3）絶縁油入電気機器の種類と生産台数

　　委員会メンバー各社が生産した絶縁油入電気機器（PCB使用機器は除く）の種類、生産台数、

　絶縁油使用量について調査した結果を表2－1に示します。調査対象機種は、電気事業法の電気

　関係報告規則に記載の変圧器、コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイルとしました。

【表2－1電気機器の生産台数と使用絶縁油量】 〔生産台数（万台〕および使用絶縁油量値万■」ツトル〕〕

機種 1951年川1972年

　　（注1）

1973年川1989年

　　（注2〕

1990年～2002年
　　（注3）

合計

変圧器 生産台数 155 232 185 572

使用絶縁油量 654 622 427 1703

コンデンサ 生産台数 85 81 51 217

使用絶縁油量 41 27 5 フ3

計器用変成器 生産台数 12 6 2 20

使用絶縁油量 14 9 6 29

リアクトル 生産台数 3 5 9 1フ

使用絶縁油量 29 31 19 79

放電コイル 生産台数 3 1 1 5

使用絶縁油量 2 1 1 4

生産台数 258 325 248 831

合　計 使用絶縁油量 740 690 458 1888

推定残存台数（注4〕 71 316 248 635

推定残存絶縁油量（注4〕 181 667 458 1306

注1新油およびPCBを使用した時期（1951年川1961年の生産数量は推定値〕
注21新油と再生油を使用した時期

注31新油のみ使用した時期

注41推定残存率は、1976年以降は1OO％残存しており、1975年の93％から1962年の2％までは7％ノ
　　年の割合で減少し、1961年以前は1％とした

（4）製造工程での混入可能性

　①新油とPCBを並行使用していた時期での混入の司能性

　　　PCBは1972年に行政指導1＝より実質的に使用が禁止されましたが、それ以前1＝は機器メー

　　カーにおいて新油使用機器とPCB使用機器を並行生産していた時期がありました。

　　　このことから新油使用機器にPCBが混入する司能性を確認するため、各社の新油使用機器
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とPCB使用機器の製造ラインについての調査をおこない、その結果を表2－21二示します。

　調査の結果、新油使用機器とPCB使用機器の製造ラインは、完全に分離されており、製造ラ

イン1＝おいて新油使用機器にPCB混入の可能性はありませんでした。

②新曲と再生油を並行使用していた時期での混入の可能性

　　機器メーカーによっては、新油の他に再生油を使用してきたことから、この時期における新油

　使用機器に再生油が混入する可能性を確認するため、各社の再生油の使用、“PCB不合見解

　書”の有無および新油使用機器と再生油使用機器の製造ライン1＝ついての調査をおこない、そ

　の結果を表2－3に示します。

　　調査の結果、“PC8不合見解書”のない再生油を使用した機器メーカーが8社あり、新油使用

　機器と再生油使用機器の製造ラインは、6社で一定の期間共用部分がありました。仮1二、再生

　沖そのものにPCBが混入していたとすれば、新油使用機器へのPCB混入の可能性が否定でき

ません。

（5）機器メーカーの製造工程における人的要因の調査

　　電気機器の製造工程の大半は人手作業に委ねられており、新油使用機器とPCB使用機器並

　行生産時期での人的要因（組立作業、注油作業、試験作業）による微量PCB混入の可能性1二つい

　て、当時の作業要領等ドキュメント類の有無確認およびヒアリングを実施しました。その結果、ビア

　リングを含む調査の範囲内では、微量PCB混入の可能性を示す作業は見つかりませんでした。し

　かし、30年以上前のことでもあり、ドキュメントやヒアリングの内容どおりに確実1二作業が進められ

　ていたという確証は得られず、作業上の不注意1二起因した微量PCB混入を完全には否定できませ

　ん。（添付資料1参照）

　　また、再生油1＝微量PCBが混入していた場合、上記記載の内容と同様、作業上の不注意に起

　回した再生油1＝よる微量PCB混入を完全には否定できません。なお、1990年以降は再生油を使

　周しておりません。

　　しかし、作業上の不注意として想定される、治工具の共用1＝よる混入、作業着・手袋等への付着

　1＝よる混入でのPCB含有量は極微量であり、真の要因とはなり得ません。継続的な微量PCB混

　入の要因としては、貯蔵タンク1：誤ってPCBを入れてしまうようなことが想定されますが、この場合

　1二おいても、その後の絶縁油補充1二よって希釈されることから、検出事例レベルの微量PCB混入

　1二は至らず、継続的な微量PCB混入の要因とはならないと考えます。（添付資料2参照）

即ち、作業上の不注意のみが混入要因であったとするならぱ、機器メーカー全社が、同様の作

業上の不注意を継続してお二なわない限り検出事例のような結果1二はならず、現実的ではないと考

えます。

（6）電気機器1＝使用した部品・材料等の調査

　　絶縁油入り電気機器の内部構成部品・材料としては、電磁鋼板、鋼板（容器等）、銅線、絶縁紙、

　プレスボード、木材、プラスチック成型部品、塗料、ワニス等が使用されていましたが、いずれもPC

　8は使用されておらず、これらの部品・材料等からPCBが溶出することはありません。なお、後述の

　よう1二、サンプル調査結果では、同様の内部構成部品・材料を使用した電気機器でも微量PCBが

　検出されない毛のが多数あることから、内部構成部品・材料は原因ではないと考えます。

　　さらに、内部構成部品・材料1二はPCBをはじめ塩素類は含まれないこと、および原油から精製さ

　れた絶縁油中1二毛塩素類が含まれない二とから、PCB生成1＝必要なビフェニルや塩素ガスを生成

　する毛のが無く、稼動中の電気機器内部でPCBが生成する可能性は無いと考えます。
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【表2－2新油使用機器とPCB使用機器の製造ラインの状況】

製造ラインPCB使
用機器

の生産

PCB使用機器の
　生産期間

PCB
混入の

可能性

No． 会社名 工場名
タンク 酷 浄油機 注入口

1 愛知電機 小形工場（1〕 有 1959年～1972年 分離 分離 分離 分離 X

小形工場（2〕 無 ■　　■　　■ 一 ■ ■ ■
X

中大形工場 有 1958年～1972年 分離 分離 分離 分離 X
2 北芝電機 本社工場 有 1959年～1971年 分離 分離 分離 分離 X

3 キューヘン 本社工場 無 ■　一　　■ 一 ■ ■ 一
X

4 指月電機製作所 本社工場 有 1961年…1972年 分離 分離 分離 分離 X

5
■
＾
o

四変テック

ダイヘン

本社工場

本社工場
無
有

■　一　　■

1955年…1972年
■
分
離

■
分
離

一
分
離

1
分
離

X
X三重、千歳、京都、

東京各工場

無 一　一　一 一 ’ ■ 一
X

7 高岳製作所 小山事業所 有 1962年川1972年 分離 分離 分離 分離 X

名古屋事業所 有 1956年～1972年 分離 分離 分離 分離 X
8 中国電機製造 本社工場 有 1959年川1972年 分離 分離 分離 分離 X

9
一
1
0

卜一エイ工業

東光電気

本社工場

東京工場
有
有

1962年～1972年
1959年～1969年

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離 X
x

11 東芝

埼玉工場

三重工場
無
有

一　一　一

1954年～1972年
一
分
離

■
分
離

■
分
離

一
分
離

X
X鶴見工場 有 1954年～1971年 分離 分離 分離 分離 X

浜川崎工場 有 1971年 分離 分離 分離 分離 X

12 トーヘン 本社工場 無 一　■　　■ ■ ■ 一 一
X

13 東北電機製造 本社工場 無 一　一　　一 ■ ■ 一 ■
X

14 酉島電機製作所 本社工場 有 1962年～1972年 分離 分離 分離 分離 X

帖
一
冊

ニチコン

日新電機

草津工場

本社工場
有
有

1962年…1972年
1957年～1972年

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離 X
X前橋工場 無 ■　一　一 ■ 一 一 一
X

η
一
㎎

日立工一アイシー

日立産機シス〒ム

本社工場

亀戸工場
有
有

1963年～1972年
1954年～1972年

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離 X
X中条工場 無 一　　一　　一 ■ ■ ■ ■
X

19 日立製作所 国分工場 有 1955年川1972年 分離 分離 分離 分離 X

20 フジケン 本社工場 有 1957年～1972年 分離 分離 分離 分離 X

21 富士電機 千葉工場 有 1953年～1972年 分離 分離 分離 分離 X

22

壷
北陸電機製造

松下産業情報

本社工場

富山松下電器
有
有

1962年～1972年
1962年～1972年

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離 x
x機器 松下受配電システム 無 ■　一　　■ ■ ■ ■ 一
X

四
一
2
5

マルコン電子

三菱電機

本社工場

伊丹製作所
有
有

1962年～1972年
1955年川1972年

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離 X
X赤穂製作所 無 一　■　　■ ■ ■ ■ 一
X

26 明電舎

名古屋製作所

大崎工場
有
有

1964年川1972年
1954年川1961年

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離

分離 X
X沼津工場 有 1961年～1972年 分離 分離 分離 分離 X

凡例 X＝混入する可能性はない
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【表2－3新油使用機器と再生油使用機器の製造ラインの状況】
再生’由 製造ライン

㎞ 会…蛯

蝋 傲
撫

不合景解

の有無

（注3）

設満共用

期間 タンク 酷 浄油機 註入口

新曲と

再出畝1

混入の

職1

鰯
’1湖r〕 有 無 1982～1986年 傭 熾 補 棚

△

’j湖2） 有 有
■ 一 ■ ■

X（注1〕

ヰ大形工場 無
■ ■ 】 ■ ■

X

2 一度重機 本宇t［場 無
■ ■ ■ 一 ■

X

3 キュ｛ン 本目工場 無
■ ■ 一 ■ ■

X

4 指月電義製作所 本目工場 無
■ ■ 一 一 一

x

5
一
＾
o

匹変デンク

ダイヘン

本性［場

末阯三重手歳宗
叡東京の各工場

無
無

■
一

■
■

一
一

一
■

■
一

x
x7

鱗
’杣事業所 無

一 一 ■ 一 一
x

名古屋事業所 有 無 1968H1969年 熾 撫 協 協
△

8

麟
本症場 有 無 搬 欄 傲 艘

x

9
一
1
0

←エイ工業

繍
本目工場

賊
無
有 ’

無
1974～1984年 一

徹

■協 ■協 一棚
x
△

11 東芝
繊勤 有

有
無
有

1984－1989年

19η～19aO年
熾
搬

協協 糊糊 糊糊 △
△

繊
無

■ ■ ■ 一 ■
X

演1崎工場 無
■ 一 ■ ■ 一

x

12

Hン 本性［場 有 無 熾 搬 欄 傲
X

13
蔚麟製造 本制工場 有 無

一 ’ ■ ■
x（滋）

14
酉譲機製作所 本胆＝場 無

■ ■ ■ 一 ■
X

帖
一
冊

ニチコン

職
轍本虹場

織
無
無

■
■

■
一

■
’

一
■

■
■

X
X”

一
㎎

日立工一アイジ

日立産機システム

本社工場

亀戸工場

棚
無
無

一
■

一
■

■
■

■
■

■
■

X
X19 日立製乍所 国分工場 無

■ ■ ■ ■ ■
X

20 フジケン 本社工場 無
■ 一 一 ■ 一

X

21 富士魔機 干棄工場 有 無 徽 熾 熾 燃
X

〃
一
刎

北陸葭機製造

松下産籠報

織

本出＝場

富⊥松下葭器

有
無

無
■

197ト1989年 欄
■

糊■ 撫■ 欄一
△
x松下受配電

システム
無

■ ■ ■ ■ ■
x

竺
　
　
2
5

マルコン電子

翻

本宇ヨ＝［場

イ朔製作所

無
有 一

有
一
熾

■
欄

■
欄

■
搬

X
x

繍
無

■ ■ 一 ■ ■
X

名古屋製乍所 有 有 19フ8～19ε宮年 熾 協 燃 艘 △
26 明電舎 糠沼幸＝［蝪 無

■ ■ ■ 一 ■
X

～6明電舎　大隊沼註蝪　無一　　　一一一
　　　月捌　　　　△：混入する可能性がある

　　　　　　　　　x：混入する可能性1まない

注1：製造ラインは1本で、再生油使用期間中（1982年～19ε4年、19畠7年～1989年）に新油の使用はなし

注21製造ライン1ま1本で、再生油使用期間中（1976年～1989年）1二新油の使用1まなし

注3：再生油の不含見解の有無については、2002年7月以降の調査により東光電気とトーヘンの2社が増えた
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2．2サンプル調査の方法

　　通達1二毛どつく微量PCB混入の可能性および微量のPCB検出事例の原因解明についての調

　杏を以下のとおりおこないました。

2．2．1微量PCB混入可能性1＝関するサンプル調査

（1〕通達の指示内容

　　「重電機器の種類、製造年、メーカー名、製造工場、型式、製造時に使用した絶縁油のルート等

　1二応じた適切なロットごとに、PCB含有の有無の判別をおこなうための調査をおこなうこと。」

（2）目的

　　絶縁油メーカーより“PCB不合見解書”または“PCB不合証明書”が得られなかった再生油を使

　周した機器メーカー6社1愛知電機㈱、㈱高岳製作所、中国電機製造㈱、東北電機製造㈱、富士電

　機㈱、北陸電機製造㈱）は、その再生油使用機器についてサンプル調査をおこない、微量PCB混

　入の有無の確認を実施しました。

　　なお、東光電気㈱および㈱トーヘンについては、次の理由で後述の2．2．2記載のサンプル調査を

　実施しました。

　　・東光電気1再生油を使用した機器（修理品）で現存する毛のは殆どなく、修理品に使われた油の

　　　　　　　記録（再生油または新油〕が残っておらず特定できないため、この期間の新油使用

　　　　　　　機器についてサンプル調査を実施

　　・トーヘン1対象となる機器の絶対数が少なく、かつ用途の多くが試験用のため、試験終了後廃

　　　　　　　棄されたりあるいは移動されたり等で、事業者でもその所在の把握が困難で、必要

　　　　　　　なサンプルが得られなかった

（3）調査要領

　①対象期間は絶縁油メーカーから“PCB不合見解書”または“PCB不合証明書”が得られていない

　　再生油を使用した期間。

　②電気機器の種類、製造年、機器メーカー名、製造工場、型式、製造時に使用した絶縁油のルー

　　トに応じた適切なロットごととし、1ロットの間隔は機器メーカーの状況に合わせて、下記のいす

　　れかとする。

　　　　・再生油を保管タンク1二補充する間隔

　　　　・タンクローリーから保管タンクに補充する間隔

　　　　・ドラム缶購入の間隔

　③検体数は、1検体以上／ロットを目標とする。

　④検体については、電気機器納入後の油の保守履歴（油交換履歴）を確認する。

2．2．2微量PCB検出事例の原因解明に関するサンプル調査

（1）通違の指示内容

　　「調査1二より、万一PCBが検出された場合には、速やか1二原因の解明1＝努めること。また、過去

　1二検出事例がある場合には、速やかに原因の解明に努めること。」

（2）目的

　　“PCB不合見解書”または“PCB不合言正明書”がある絶縁油を使用し、PCB使用機器とのライン

　が分離した工程で製造された機器から毛検出事例があり、原因の解明と微量PCB混入可能性の

　ある範囲の特定を図る。
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（3）調査要領

　①過去の検出事例1二おいて、微量PCBが検出された機器1＝ついては、重電機器の種類、製造年、

　　　メーカー名、製造工場、型式、絶縁油メーカーを調査した上で、当該機器の製造年およびその

　　　前後年1＝製造された機器からサンプルを抽出する。

　②調査期間および検体数は、過去の検出事例期間で重電機器の種類毎、メーカー名毎、製造工

　　　場毎に1検体以上／年を目標とする。

　　なお、必要に応じて、上記調査以外で毛調査検体数を設定する。

　③検体については、電気機器納入後の油の保守履歴（油交換履歴）を確認する。

3．サンプル調査結果

3．1微量PCB混入可能性に関するサンプル調査結果

　　“PCB不合見解書’’または“PCB不合証明書”のない再生油を使用した機器メーカー6社がおこ

　なった再生油使用機器のサンプル調査結果は表3－1のとおりです。なお、「新油」「再生油」とは、

　製造時に電気機器に充填した時点での絶縁油種名ですが、納入後の機器から採油して分析した

　サンプル調査結果毛製造時に使用した絶縁油種名で整理しました．以後、調査結果については製

　造時に使用した絶縁油の「新曲』「再生油」1＝て整理して記載します。

　調査の結果、“PCB不合見解書”または“PCB不合証明書”のない再生油を使用した機器メーカ

ーについては各ロットの多くで微量PCBが検出されました。（添付資料3参照）

【表3－1微量PCB混入可能性調査結果】

機器メーカー 絶縁油メーカー
不合見解等の得られていない

　　再生油の使用期間
調査数 検出数

愛知電機 富山精油所
　19η年．1979年、

1982年～1987年、1989年
14（13〕 13

高岳製作所 谷口石油精製 1968年～1969年 14（12〕 6

中国電機製造 中国興業 1968年～1989年 31（30〕 19

東北電機製造 鶴見油脂 1976年～1989年 27（19） 23

富士電機 ユカインダストリーズ 1975年～1989年 15（10） 13

北陸電機製造 富山精油所 1978年～1989年 21（12） 11

合　計 122（96） 85

注＝調査数の（〕内数値は設定ロット数を示す注調査数の（〕内数値は設定ロット数を示す

3．2微量PCB検出事例の原因解明に関するサンプル調査結果

　　検出事例のあった機器メーカー18社がおこなったサンプル調査の結果を、製造時期別に区分し

　て表3－21二示します。

　　“PCB不合見解書”または“PCB不合証明書”のある絶縁油（新曲、再生油）を使用した機器に

　ついて調査の結果、機器メーカーについては万遍なく、製造時期についてはB時期とC時期に集中

　し、更にA時期からも微量PCBが検出されました。
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【表3－2サンプル調査の結果】

製造時期（注1〕
機器メーカー

機器メーカーが絶縁油を
A B C D 合計 購入していた絶縁油メーカー

愛知電機 検出数 一
7 12 O 19 新日本石油、シーヤ’ペンエナヅー、関西テッウ、昭和

シェル石油、ダイセキ、谷口石油精製、中部油
言周査数 一

14 35 4 53
研、松村石油、富山精油所

北芝電機 検出数 ■
o O O O

新日本石油

調査数 ■
3 2 1 6

キュ→ン 検出数 一 ■
O

一
O

新日本石油、昭和シェル石油、富士興産、コス

調査数 ■ 一
4

一
4 モ石油ルフ．リカンツ、出光興産

指月電機 検出数 ■
3 7 O 10 関西テック、シ．ヤバ．ンエナシ’一、富士輿産、松村石

製作所 調査数 ■
6 24 5 35 油

ダイヘン 検出数 一
20 4 O 24 出光興産、関西テック、シ、ハ㌻エナシー一、新日本

調査数 一
38 35 4

η
石油、谷口石油精製、昌土興産

高岳製作所 検出数 ■
1 7 O 8 出光興産、シ．ヤバ㌻エナシー一、谷口石油精製、

調査数 一
2 9 16 27 新日本石油

中国電機 検出数 一
1

■
O 1 昭和シェル石油、中国興業、新日本石油、コス

製造
調査数 ■

2
一

1 3 モ石油ルブ1」カンツ

東光電気 検出数 ■
5 12 1 18 コスモ石油ルフ1リカンツ、エクツンモービル、谷口石油

調査教 フ 16 9 32 精製、鶴見油脂
■

東芝 検出数 1 56 6 o 63 新日本石油、谷口石油精製、出光興産、関

調査数
1 フ1 173 332

5η
西丁ック、ダイセキ、パ’、㌻エナノ

トーヘン 検出数 2
■

3 o 5 シーヤ’ベンエナヅー、谷口石油精製、鶴見油脂、

調査数 3
■

3 3 9 歴世醸油

西島電機 検出数 一 一
2

■
2 新日本石油、関西テック、谷口石油精製

製作所
調査数 ■ ■

5
■

5

日新電機 検出数 一
10 1 o 11 関西〒ック、シ．ヤパンエナヅー、新日本石油、富士

調査数 ■
39 37 18 94 興産

日立製作所 検出数 ■
16 4 o 20 関西テック、シーヤハ！ンエナシ．一、新日本石油

調査数 一
22 34 15 71

富士電機 検出数
8 113 196 O 317 新日本石油、出光興産、シーヤ八回ンエナヅー、昭

調査数 13 163
2η

32 485 和シェル、コスモ石油ルフ1」カニ’ツ、ユカイニ’ダストリース．

北陸電機 検出数 一 ■
3 o 3 出光興産、富山精油所、コスモ石油ルフ．リカンツ

製造 調査数 ■ ■
7 10 17

松下産業情報 検出数 1
一

5
■

6 シーヤパンエナヅー、昭和シェル石油、新日本石油

機器 調査数
1

一
7

’
8

三菱電機
検出数 10 23 26 o 59 出光興産、コスモ石油ルフーリカンツ、新目本石

油、富士興産、関西テック、シ1ヤパンエナシ1一、

調査数 26 71 111 339 547
昭和シェル石油、タ．イセキ、中都油研、

明電舎 検出数 一
6 2 O 8 出光興産、シ．ヤパンエナシ’一、新目本石油、松

調査数 ■
11 8 9 28 村石油

新曲
20 234 158 1 413

△
口 検出数 再生油 ■ ■

107
】

107

不明
2 27 25

■
54

計 小計
22 261 290 1 574

調査数 44 449 フ87 798 2，078

11／25



注1＝製造時期の定義

時期 定義 使用油 期間
A時期 PCB使用機器並行生産前 新曲 ～（注2）

B時期 PCB便用機器並行生産時期 PCB・新曲・再生油 （注2）～1972年

C時期 PCB使用機器生産中止後 新曲・再生油 1973～1989年

D時期 同上十絶縁油管理強化 新曲 1990年以降（注3〕

注21機器メーカー1二よってPCB使用機器の生産開始時期が異なる（1953年～1964年〕注2機器メーカー1二よってPCB使用機器の生産開始時期が異なる（1953年～1964年〕

注3：再生油はD時期（1990年1月以降）より電気絶縁油メーカー（18社のアンケート回答による）で

　　生産中止された。

注4＝一印は、サンプルなしを示す

注51絶縁油メーカー名は過去に合併等された企業が多くあり旧企業名では煩雑なため、現在の企

　　業名で表記した

注6：四変テック、卜一エイ工業、ニチコン、日立工一アイシー、日立産機システム、フジケン、

　　マルコン電子の7社は2003年7月末時点で検出事例がなかった

注71通達を受けた機器メーカーで、東北電機製造1＝ついては次のとおり

　　・東北電機製造：調査開始時点で検出事例が無く、またその後のユーザー報告もないことから

　　　3．1の混入可能性1＝関するサンプル調査を実施した

　　・1O月の中間報告のとおり3月末まで1二調査を完了させることで調査を行ったが、4月以降の

　　　サンプル調査分毛含む

3．3サンプル調査で判明したこと

　3．1，3．2のサンプル調査の結果から、次の事項が明らかになりました。

①“PCB不合見解書”または“PCB不合証明書”のない再生油を使用した機器メーカー6社会

　でより40～90％の割合で微量PCBが検出された。

②“PCB不合見解書”または“PCB不合証明書”のある絶縁油（新曲、再生油）からも微量PC

　Bが検出された。

③機器メーカーがPCBを使用していないA時期、C時期、D時期1：も検出事例があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料4参照）

4．調査結果の分析

4．1ユーザーからの検出事例連絡

　　2003年7月末までにユーザーから連絡があった検出台数は1，252台で、機器メーカー別、製

　造時期別1＝区分した結果は表4－1のとおりです。

　　調査の結果、機器メーカーについては殆どの機器メーカーから、製造時期1二ついてはB時期とC

　時期1二集中し、更にA時期、D時期からも微量PCBが検出されています。また機種としては、当初

　対象の5機種の他、遮断器、整流器等について毛検出事例が判明しました。

　【表4－1ユーザーからの検出事例】

機器メーカー

愛知電機

北芝電機

34

検出数（製造時期別〕

12

10

不明 合計
47

17

キューヘン
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機器メーカー
検出数｛製造時期男 ）

A B C D 不明 合計

ダイヘン 42 11 53

高岳製作所 1 104 68 173

中国電機製造 3 2 5

東光電気 3 22 3 28

東芝 6 114 53 6 179

卜一ヘン 1 4 5

酉島電機製作所 3 3

日新電機 3 30 4 37

臼立製作所 1 74 20 95

富土電機 69 109 13 191

北陸電機製造 1 7 8

松下産業情報機器 1 6 7

三菱電機 8 143 120 4 3 278

明電舎 η
47 124

合　計 26 698 498 27 3
1．252

注：不明の3台は、銘板の傷みがひどく製造時期を確認できませんでした。

　表4－1に示すとおり、サンプル調査での検出数以上に検出事例が報告され、また、当初予想の

5機種以外の新たな機種からも検出されたことから、原因の解明にはサンプル調査のみならず、ユ

ーザーから連絡があった検出事例毛加えた調査をおこないました。サンプル調査およぴユーザーか

らの連絡1＝よる微量PCB検出台数の合計は1，911台となりました。（添付資料5参照〕

4．2調査結果の分類
　　微量PCBが検出された全ての事例を、製造時期別毎1二、製造時1＝電気機器に充填した絶縁油

　種別（以後、絶縁油種別という）、機器メーカー別、電気機器別、検出濃度別1＝分類した結果を表4

　－2－1～一3に示し、以下1＝分析をおこないました。

【表4－2－1絶縁油種別の検出事例分類】

製造時期 A時期 B時期 C時期 D時期

年代

不明
（注1）

合計

検出

濃塵
（PPm）

検出台数 43 930 583 28 3
1，587

新油
検出濃度

O．1～

80
O．33～

2．110

O．018川

　510

O．095川

　1．8

1．3…

36
O．018川

2，110

検出台数 12 254 266

絶
縁
油
種
別

再生油
検出濃度

O．7～

10．8

O．51～

390
O．51川

390

検出台数 5 27 26 58

不明

（注2〕 検出濃度
1．1～

9．1

O．5～

647．1

O．6～

47．4

O．5～

647．1

検出台数 48 969 863 28 3 1，911

合計
検出濃度

O．1～

80
O．33～

2，110

O．018川

　510

O．095…

　1．8

1．3～

36
O．018～

2，110

注1＝銘板の傷みがひど＜製造時期を確認できなかったもの

注2＝油種を特定する記録がないため、新油・再生油の区別ができなかった毛の（「新油」「再生油」は製造時充填の油種〕

13／25



【表4－2－2機器メーカー別の絶縁油種別検出事例分類】

製造時期
A時期 B時期 C時期 D時期

年代

不明
（注1〕

合計

検出

濃度

（PPm〕

愛知電機 新曲 41 12 1 54
O．5～87

再生油 25 25
O．51～42

計 41 37 1 79
O．5～87

北芝電機 新曲 4 10 14
O．6川150

不明 3 3
1．1川1．6

計 3 4 10 17
O．6～150

キューヘン 新曲 1 1 2
2．6～5

計 1 1 2
2．6H5

指月電機製作所 新曲 3 7 10
5．6川84

計 3 7 10
5．6～84

ダイヘン 新曲 62 15
η O．5川510

計 62 15
η O．5～510

高岳製作所 新曲 1 103 75 179 O．5～91．9

再生油 8 8
O．7…10．8

計 1 111 75 187 O．5川g1．9

中国電機製造 新曲 4 1 5
O．51…2．3

再生油 4 16 20
O．7…75

計 8 17 25
O．51～75

東光電気 新曲 8 34 4 46 O．6…42．4

計 8 34 4 46 O．6－42．4

東芝 新曲 7 165 59 6 237
O．018～2110

不明 5 5
O－6～14

計 7 170 59 6 242
O．018～2110

機
　
　
　
　
　
器
　
　
　
　
メ
　
　
　
一
　
　
　
カ
　
　
　
　
一

トーヘン 新曲 3 6 9
O．1～25．7

再生油 1 1 1

計 3 7 10 O．1～25．7

東北電機製造 再生油 23 23 O．7川53．7

計 23 23 O．7川53．7

酉島電機製作所 新曲 5 5 O．7H8．7

計 5 5 O．7H8．7

日新電機 新曲 3 40 5 48
O．36～54

計 3 40 5 48
O．36～54

日立製作所 新曲
1 90 24 115 O．5～44．7

計 1 90 24 115 O．5～44．7

富士電機 新曲 6 160 144 13 323
O．5～708

再生油 148 148
O．7～390

不明
2 22 26 50 O．5～647．1

計 8 182 318 13 521
O．5…708

北陸電機製造 新曲 1 5 6
O．74川16

再生油 16 16
O．7～11

計 1 21 22
O．7～16

松下産業情報機
器

新曲 2 11 13
O．6～15

計 2 1
1

13
O．6冊15
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製造時期 A時期 B時期 C時期 D時期

年代

不明
（注1）

合計

検出

濃度

（PPm〕

別 三菱電機 新油 18 166 121 4 3 312
O．095～80

再生油 25 25
O．6～28

計 18 166 146 4 3 337
O．095～80

明電舎 新曲 83 49 132
O．5～394

計 83 49 132
O．5～394

総計 新曲 43 930 583 28 3 1587
O．018～2110

再生油 12 254 266
O．51～390

不明 5 27 26 58 O．5～647．1

計 48 969 863 28 3 1911
O．018～2110

注11銘板の傷みがひどく製造時期を確認できなかったもの

注21r新曲」r再生油」は、製造時に充填した絶縁油を示す

【表4－2－3機種別の絶縁油種別検出事例分類】

製造時期 A時期 B時期 C時期 D時期

年代

不明
（注1〕

合言十

検出

濃度
（PPm）

変圧器 新曲 39
η9

509 24
1，351 O，018～2110

再生油 12 252 264
O．51～390

不明 5 26 26 57 O．5…647．1

計 44 817 787 24
1，672 O．018～2110

コンデンサ 新曲 7 7 14
O－6～84

計 7 フ 14
O．6～84

リアクトル 新曲 3 37 13 53
O－4冊54

再生油 1 1 1

計 3 37 14 54
α4冊54

計器用

変成器

新曲 47 45 4 3 99
O．6～42

計 47 45 4 3 99
O．6～42

機
　
　
　
　
種
　
　
　
　
別

油遮断器 新曲 27 7 34 O．5川43．5

計 27 7 34 O．5川43．5

整流器 新曲 13 1 14
O．52川10

再生油 1 1 25

計 13 2 15
O．52冊25

パルス

変調器

不明 1 1 1

計 1 1 1

空気遮断器用
分圧コンテ’ンサ

新曲 12 12 O．7

計 12 12 O．7

直流高圧

発生器

新油 2 2
O．6…1．8

計 2 2
O．6冊1．8

誘導電圧

調整器

新曲 1 6 7
O．5～7．2

計 1 6 7
O．5～了．2

新曲 1 1
O．5油入

開閉装置 計 1 1
O．5

注11銘板の傷みがひどく製造時期を確認できなかったもの

注2＝「新曲」「再生油」は、製造時に充填した絶縁油を示す
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（1）製造時期別分類

　製造時期別1＝見ると、再生油の使用を中止し、機器メーカーが絶縁油の管理強化を実施したD

時期（1990年以降）は、断続的1＝少数の検出事例（28台）があるのみで、1989年以前のA川C

時期と比較して少なく、また、検出事例の検出濃度の最大値もA～C時期より低い結果（最大1．8

ppm）でした。（添付資料6参照）

（2）絶縁油種別分類

　絶縁油を新油と再生油別1二分類して見たとき、新油、再生油のいずれからも検出されています。

　　（r新曲」r再生油」は、製造時に充填した絶縁油を示す）

（3〕機器メーカー別分類

　機器メーカー別に見ると、2．2．1および2．2．2で調査対象となった機器メーカー19社会てで検出さ

れており、また11社ではA時期で検出されています。

（4〕電気機器別分類

　検出事例は、変圧器、コンデンサ、リアクトル、計器用変成器、油遮断器、整流器、パルス変調

器、空気遮断器用分圧コンデンサ、直流高圧発生器、誘導電圧調整器、油入開閉装置1＝おいて確

認されています。

（5〕検出濃度別分類

　検出事例数を、PCB濃度別に分類した結果を表4－31こ示します。

　検出事例は、2．Oppm以下が全体の約40％を、5．Oppm以下が約60％を占めています。ま

た、100ppm超の検出事例は約1％でした。

　なお、製造時期別、絶縁油種別、機器メーカー別、電気機器別の検出濃度1＝ついては前掲の表

4－2－1…一3を参照ください。絶縁油種別の検出濃度などでは、特徴的な結果が得られません
でした。

O．5以 O．5 2．O 5．O 10 20 30 40 50 100

検出濃度 下 超 超 超 超 超 超 超 超 超 合計
（PPm〕 2．O 5．O 10 20 30 40 50 100

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

検出台数 64 724 356 267 253 113 62 30 25 17 1，911

構成比（兜） 3．4 3フ．9 18．6 14．O 13．2 5．9 3．2 1．6 1．3 O．9 100

累計 3．4 41．3 59．9 73．9 8フ．1 93．O 96．2 97．8 99．1 100
■
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（6）検出濃度100ppm以上の検出事例

　　検出濃度が100ppmを超える検出事例17台を表4－4に示します。17台のうち14台はB時期

　に、3台はC時期と、比較的古い時代に製造されたもので、2台を除き保守履歴および油交換・注

　油が不明であり、要因の特定はできませんでした。

　　なお・2台のうち、1台は油交換あり、1台は油交換なしでしたが、原因はわかりませんでした。ま

　た、100ppmを超える検出事例の機器は全検出事例の1％弱でした。

【表4－4100ppm超過の検出事例】

NO． メーカー名
検出濃度

（PPm）
機種 製造年

製造時の

　油種
保守履歴

油交換・注油

　の有無
1 北芝電機 150 変圧器 1980 新曲 不明 不明

2
■
3

ダイヘン 174 変圧器 1969 新曲 不明 不明
510 変圧器 1978 新曲 あり あり

東芝 366 変圧器 1971 新曲 不明 不明

フ15 変圧器 1971 新曲 不明 不明

’
『
■
5
一
＾
o
－
7
■
8

1，600 変圧器 1971 新曲 不明 不明

1，870 変圧器 1971 新曲 不明 不明

2，110 変圧器 1971 新曲 不明 不明

富士電機 188 変圧器 1971
不明 不明 不明

317 変圧器 1958 新曲 不明 不明
337 変圧器 1958 新曲 不明 不明

9
一
1
0
一
1
1
一
〃
一
1
3
一
“
一
1
5
一
1
6

390 変圧器 1986 不明 不明 不明
592 変圧器 1961 不明 不明 不明
638 変圧器 1961 不明 不明 不明

6岬 変圧器 1961
不明 不明 不明

708 変圧器 1958 新油 不明 不明

1フ 明電舎 394 変圧器 1971 新油 なし なし
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5．微量PCB混入の要因
　　ここまでの調査で、“PCB不合見解書”または‘‘PCB不合証明書”のある新曲からも微量PCBが

　検出されたことなどから、機器メーカー1＝よる混入の可能性は低いと考えられます。そこで、機器メ

　ーカーとして、考えうる全ての要因を抽出し、混入の可能性を検討する必要があると考えました。

　　微量PCBが電気機器に混入する可能性として考えられる要因は図5－1のとおりです。

　ここで、機器メーカーでの混入の可能性1二ついては2．1（4〕、（5）、（6）で説明済みであり、他の要因で

　ある、納入後の機器1＝おける混入の可能性の調査、および絶縁油への混入の可能性の調査1＝っ

　いて次章以降1二記します。

【図5－1 微量PCB混入の可能性】

電気機器へのPCB混入

機器メーカー1二おける

混入の可能性

使用材料

製造ライン

貯蔵1／1国
［新曲］　　　　［PCB］
［再生油］

油配管

浄油機

注入口

組立作業

人的要因 注油作業

試験作業

納入後の機器における

混入の可能性
（検出事例1＝対する保守履歴の言周査）

現　地　注　油

油交換・油の注ぎ足し

人的要　因

絶縁油への

混入の可能性

（絶縁油メーカーへ製造プロセス、

物流、品質管理（PCB分析〕等の調査〕

原料調達

精油工程

絶縁油の輸送
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6．検出事例に対する保守履歴の調査

　　納入後の機器1＝おける微量PCB混入の可能性を検討するため1二、全検出事例1，911台1＝つい

　て保守履歴を調査した結果を表6－11＝示します。

　　その結果、納入後1＝おいて「絶縁油交換あり」が確認されたものが309台（16％）、「絶縁油交換

　なし」が確認されたものが429台（22％）あり、いずれの場合からも、微量PCB混入が確認されま

　した。なお、調査した範囲内では、納入後にお1ナる交換用絶縁油については、JlS規格1＝適合した

　絶縁油が購入されており、PCB混入を考慮する必要がないことからPCB分析は実施されていませ

　んでした。

　　また、1，173台（61％）1＝ついては保守履歴（絶縁油交換の有無）その毛のを確認することがで

きませんでした。保守・メンテナンスでは、改造、修理、移設等については記録を残しますが、油の

交換1注油など軽微とみなされる作業については、記録が残されていないためと考えられます。

【表6－1保守履歴の調査】

製造時期 A時期 B時期 C時期 D時期
年代不

　明
合計

検出濃度
（PPm〕

交換

あり

記録あり 7 84 28 119 O．1川

45．9

記録なし 7 131 51 1 190
O．5～2，110保

守
履
歴
別

交換

なし

記録あり 1 63 67 13 144 O．5～

394

記録なし 8 91 171 12 3 285 O．095川

　708

交換不明 25 600 546 2
1，173

O．018～

647．1

7．絶縁油メーカーの調査

　　微量PC8混入の原因解明を進める過程で、“PCB不合証明書”または“PCB不合見解書’’が得

　られている絶縁油を使用した機器から微量PCBが検出されました。また、機器メーカーがPCBを

　使用していなかったA，C，D時期1＝製造した機器から検出事例が報告されました。PCB混入の司

　能性を把握するため、絶縁油を生産し供給する絶縁油メーカーに対し、（社）潤滑油協会を通じて、

　原料調達から精製、出荷試験、注油、輸送に至る工程の品質管理状況等について調査を依頼し、

　18社（出光興産㈱、エクソンモービル㈲、㈱関西テック、興和油化工業㈱、コスモ石油ルブリカンツ

　㈱、㈱ジャパンエナジー、昭和シェル石油㈱、新日本石油㈱、新日本油脂工業㈱、㈱ダイセキ、谷

　口石油精製㈱、中国興業㈱、中部油研㈱、侑）富山精油所、富士興産㈱、松村石油㈱、ユカインダ

　ストリーズ㈱、歴世磧油㈱〕から回答を得ました。

　　注．鶴見油脂㈱は既1二絶縁油事業を中止しております。

　　その結果、次の二とが判明しました。

（1〕絶縁油メーカーの区分について

　①機器メーカーでは、使用する絶縁油の種類1二より、絶縁油メーカーが新曲メーカーと再生油メー

　　カーの2つ1＝区分されると考えていましたが、実際は次の4つに区分されることが判明しました。

　　　I．新曲メーカー（1）1自社製の新曲のみ販売していたメーカー
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　　I．新油メーカー（2〕＝自社製以外1二、他の新曲・再生油メーカーからも油を調達し、販売して

　　　　　　　　　　　　いたメーカー

　　皿．新曲・再生油メーカー＝自社で新曲・再生油を並行生産、販売していたメーカー

　　w．再生油メーカー＝自社で再生油のみ生産し、販売していたメーカー

②微量PCBが検出された機器1，911台のうち、絶縁油メーカーが特定できた445台について、

　上記分類による絶縁油メーカー別の検出事例台数を表7－11：示します。

　なお、445台以外は機器メーカーが複数の絶縁油メーカーと取引していたことから、これ以上の

　特定はできませんでした。

【表7－1絶縁油メーカー毎の充填油種別検出状況】

I．新曲メーカー（1〕

　（他メーカからの調達1無）［2社］

皿．新曲メーカー（2〕

　　　　（新曲・再生油メーカー

　　　からの調達＝有〕［6社］

皿．新曲・再生油メーカー

　　　　　　　［7社］

］V．再生油メーカー

　　　　　　　［3社］

　　　　　　　小計

注1r新曲」r再生油」は、製造時に充填した絶縁油を示す

（2）PCB混入1二対する品質管理1＝ついて（添付資料7参照）

　①再生油に使用する原料のPCBチェックの有無

　　1989年以前に分析を実施していた会社は1社でした。

　②新曲と再生油の生産設備共用の有無

　　ある時期、生産設備の一部を共用していたところがありました。

　③PCB分析の実施
　　1989年以前1二再生油のPCB分析を実施していた会社は新油・再生油メーカー1社と再生油メ

　　ーカー1社の合わせて2社でした。なお、新曲については実施していた会社はありませんでした。

　④タンクローリー等への注油口共有の有無

　　新油と再生油の注油口を共用していたところがありました。

　⑤タンクローリー洗浄の有無

　　新曲と再生油を販売した絶縁油メーカーの中で、同一のタンクローリーで新油と再生油を輸送す

　　る際1＝、輸送毎のタンクローリー洗浄を実施していないところがありました。
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（3）“PCB不合見解書”および“PCB不合証明書“について

　　新曲と再生油を販売した絶縁油メーカーの中で、1989年以前の絶縁油についての“PCB不合

　見解書”は、1989年以前には絶縁油中の微量PCBの分析法は確立されておらず、あくまで状況

　証拠からの見解書であることが削り、PCB分析証明書などの定量的データー1＝もとづくものではあ

　りませんでした。

　　“PCB不合証明書“は、絶縁油メーカーが分析結果1＝もとづいて、そのロットの絶縁油のPCB不

　合を証明したものです。

（4）その他

　　絶縁油メーカー18社へのアンケート調査結果から、再生油は1926年から生産がおこなわれて

　いましたが、1990年1月まで1二は再生油を製造していた絶縁油メーカーでの再生油生産が中止さ

　れていました。

8．混入要因1＝関する考察および見解

8．1機器メーカーにおける混入の可能性

8．1．1A時期（新曲のみ使用時期）

　　機器メーカーがPCBを使用する以前のA時期1二製造された機器における検出事例は、機器の

　製造に使用した絶縁油、あるいは納入後における保守・メンテナンス時に使用した絶縁油1こ微量P

　CBが混入していたと断定できますが、A時期1二PCBが存在していたか、さら1二はリサイクルされる

　再生油の原料となる油がどのようなものであったかなど1二ついては機器メーカーでは確認できませ

　んでした。

8．1．2B時期（新油とPCBの並行使用時期）

　（1〕製造ラインの調査

　　2．1（4）①に示すとおり、新油使用機器とPCB使用機器の製造ラインは、完全1＝分離されており、

　　製造ラインでのPCB混入の可能性はありませんでした。

（2）製造工程1二お1ナる人的要因の調査

　2．1（5）1＝記載のとおり、継続的な微量PCB混入の要因とするのは現実的ではないと考えます。

8．1．3C時期（新曲と再生油の並行使用時期）

　　PCB使用中止後は、PCB機器製造設備を完全に撤去し、その後のr廃棄物の処理および清掃

　1＝関する法律（以下r廃掃法」という）」1二則り現在まで厳重1＝保管管理していることから、A時期と

　同じ＜機器の製造に使用した絶縁油、あるいは納入後における保守・メンテナンス時に使用した絶

　縁油に微量PC8が混入していたものと考えます。

　　万一、再生油1：微量PCBが混入していた場合、前掲の2．1（4〕②に示すとおり、機器メーカー

　において毛新曲と再生油を並行使用した時期（1968川1989年）があり、6社1＝おいては製造ライ

　ンで一部共用部分があったことから、新油への微量PCB混入の可能性は否定できません。

8．1．4D時期（新曲のみ使用時期）

　　D時期は、製造工程上新曲しか使用していない二と、絶縁油メーカーより“PCB不合証明書”を

　入手していること、および機器メーカー白らが絶縁油の受入れ時および製品の出荷時にPCB分析
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を実施していること、あるいは機器メーカー1二よっては絶縁油の受入れ時または製品の出荷時1：P

CB分析を実施していることから、微量PC8の混入要因は製造工程以外によるものと考えます。

以上より、機器メーカーにおける製造工程は微量PCB混入の要因のひとつとして可能性は否定

できないものの、主要因ではないと判断します。

8．2納入後の機器1＝おける混入の可能性

　　納入後の機器1＝おける微量PCB混入の可能性を検討するために、全検出事例1，911台1二つい

　て保守履歴を調査しました。その結果、納入後1二おいて絶縁油交換ありが確認されたものが309

　台（16％）、交換なしが確認されたものが429台（22％）あり、いずれの場合から毛、微量PCB混入

　が確認されました。また、1，173台（61％）1二ついては保守履歴（絶縁油交換の有無）そのものを

　確認することができませんでした。（表6－1参照）

　　絶縁油の交換なしと確認された429台中、記録のある144台1二おいて微量PCBが検出されて

おり、これらについては当該機器の出荷時点で既に微量PCBが混入していたと推測されます。し

かし、上記144台以外の機器における微量PCB混入の可能性1：ついては、保守要因（油交換・注

油）1＝よる毛のか、納入時の要因（元々出荷時1＝微量PCBが混入〕1二よるものかは特定できません

でした。

8．3絶縁油への混入の可能性
（1）ユーザーからの連絡ならびにサンプル調査の検出事例から、次の4点が推測できます。

　①A時期にお1ナる検出事例は、機器メーカーがPCBを使用する以前に機器の製造に使用した絶

　　縁油（新曲）、あるいは納入後における保守・メンテナンス時1＝使用した絶縁油（新曲毛しくは再生

　　油）1二、微量PCBが混入していた可能性を示しています。

　②PCBの製造・使用が禁止されたC時期における検出事例は、新油および再生油に微量PCBが

　　混入していた可能性を示しています。

　③1990年には再生油の生産が中止され、以後新曲のみを購入して使用しており、1990年以降

　　絶縁油メーカーおよび機器メーカーでPCB分析をおこなうなど管理強化をおこないました。また、

　　D時期の検出事例は断続的で激減しています。

　　したがって、1989年以前の新曲および再生油に微量PCBが混入していた可能性が高く、これ

　　らの絶縁油を電気機器の製造や納入後1＝おける保守・メンテナンス時に使用したことが原因で

　　はないかと考えられます。

　④絶縁油に微量PCBが混入していたと考えられる事例

　　機器メーカー、あるいはユーザーが絶縁油を購入した段階で、既に微量PCBが混入していたと

　　推測される事例が表8－1のとおりありました。
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【表8－1主な微量PCB混入事例】

No． 事　例
検出された

絶饒由 台数 半1断理由

1 PCB使用機器を全く生産していない工場で生産さ ・新曲

59台
工場にPCBは、全く存在

れた電気楼勒・ら検出された。 ・再生油 しない。

2 PCB使用中止以瑠＝生産された電気機器カ、ら検出 ・新曲

891台
1973年以即CB使用を

された。 ・再由由 中止した。

PCB使用中止以降1二生産された密封 ・新曲 58台 出荷後、絶縁油の入れ

① 構造の電気機器から検出された。（変圧 替えなど保守が全くお
器、リアクトル、コンデンサー〕 （891台の内数） こなわれていない。

PCB使用機器の生産中止後、絶縁油 ・新曲 129台 絶縁油メーカーからの

② メーカーから直接現地1＝直送し、現地 直送1＝よる現地注油

で注油した電気機器から検出された。 （891台の内数〕

注1r新曲」r再生油」は、製造時に充填した絶縁油を示す

（2〕絶縁油メーカーの調査で明らか1＝なった事項から、次の3点が推測できます。

　①再生油を製造していたメーカーは、一部を除き再生原料（元曲）の受入れ時および製品出荷時

　　にPCB分析を実施していなかったことから、再生油へのPCB混入の可能性を否定できません。

　②新曲および再生油を並行生産していた絶縁油メーカーで、生産ラインを一部共用していたメー

　　カーがあったことから、再生油そのものにPCBが混入していたとするならば、新曲へのPCB混

　　入の可能性を否定できません。

　③新曲メーカーの中には、新曲および再生油を並行生産していた絶縁油メーカーの新曲を委託・

　　購入し販売していたメーカーがあり、また新曲のPCB分析がおこなわれていなかったことから、

　　これらの新曲メーカーが販売していた新曲へのPCB混入の可能性を否定できません。

（3）B時期とC時期1二おけるPCB混入の可能性（添付資料8参照）

　①B時期は、PCBの有害性について認識されていなかったため、その製造・使用が広くおこなわ

　　れており、絶縁油（新曲、再生原料（元曲）〕およびPCBを取り扱っていた過程において、再生油

　　および新曲1二PCBが混入した可能性があります。

　②C時期は、再生原料（元曲）1二はPCBが含まれていないものとして、再生利用されていたため、

　　仮に再生原料1＝PCBが含まれていた場合、再生利用の際に再生油へのPCBの混入が拡大し

　　た可能性があります。

以上より、絶縁油のライフサイクル（原料調達（再生油に限る）、製造、輸送の工程を含む）上で

微量PCB混入の可能性が考えられ、機器メーカーおよびユーザーが絶縁油（新曲と再生油）を購

入した段階で既1二絶縁油そのもの1二微量PCBが混入していた可能性を否定できません。
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9．まとめと今後の対応

9．1調査結果のまとめ

（1）1989年以前に製造した機器1＝ついて

　　第8章で微量PCB混入要因の検討結果1＝ついて述べましたように、今回の調査の結果から、絶

　縁油メーカー18社中14社、ならびに鶴見油脂㈱の絶縁油を使用Lた機器から検出事例があり、

　機器メーカー26社中19社から微量PCB検出事例があること、8．3（1〕④で絶縁油1二微量PCB

　が混入していたと考えられる事例があることから、「8．3絶縁油への混入の可能性」は、「8．1機

　器メーカー1二おける混入の可能性」および「8．2納入後の機器1二お1ナる混入の可能性」1二比べ高

　いと推察します。

　　しかしながら、絶縁油のライフサイクル上のどの段階で微量PCBが混入したかについては、①

　絶縁油メーカー1＝よる原料調達時（再生油1＝限る）並び1二出荷時、②機器メーカー1二よる絶縁油調

　達時並ぴ1二電気機器の出荷時、③納入後の現地作業時のいずれ1二おいて毛PCB分析が実施さ

　れていないこと、さら1二機器メーカーが微量PCBの検出された電気機器製造時に使用した絶縁油

　の絶縁油メーカーが多岐1二わたっており、これら1＝係る当時の記録も少なく、膨大な数の各ユーザ

　一での保守履歴も十分に把握できないことから、エビデンス1＝もとづく特定はできませんでした。

　　また1972年以前はPCBの有害性について認識されていなかったため、その製造・使用が広く

　おこなわれており、絶縁油（新曲、再生原料（元曲〕）およびPCBを取り扱っていた過程において、

　再生油および新曲1二PCBが混入した可能性があります。その後も1990年までは、再生原料（元

　油）にはPCBが含まれていない毛のとして、再生利用されていたため、仮1＝再生原料にPCBが含

　まれていた場合、再生利用の際1二再生油へのPCBの混入が拡大した可能性があります。

　　機器メーカーとして可能な限りの言周査を実施してきましたが、これ以上の原因解明と重電機器の

　種類、製造年、メーカー名、製造工場、型式、製造時に使用した絶縁油のルート等による汚染範囲

　の特定は困難です。

　　なお、残りの7社については、7月末時点で、ユーザーからの検出事例の連絡がないこと、変圧

　器メーカー2社については自ら調査した範囲では検出事例が出なかったこと、コンデンサメーカー5

　社1＝ついては密封型機器のこと毛あり適切なサンプルを入手できなかったことから、微量PCB混入

　は確認できませんでしたが、二の7社が使用した絶縁油は、他の機器メーカーで検出事例が出てい

　る絶縁油と同じ絶縁油メーカーから購入しているなどから、検出事例のあった19社と同様、1989

　年以前は微量PCBの混入可能性は否定できないとの見解です。

（2）1990年以降に製造した機器について

　　1990年以降、再生油の生産が中止され、機器メーカーは新曲のみを使用していること、および

　絶縁油メーカーは絶縁油出荷時1二PCB分析を実施していること、並びに機器メーカーとして①絶

　縁油メーカーより“PCB不合証明書’’を入手していること、②絶縁油の受け入れ時または製品の出

　荷時、あるいは受1ナ入れ時と出荷時の両方でPCBの分析を実施していること等、絶縁油に対する

　品質管理が強化された二とから、機器メーカーの製品出荷時1＝おける微量PCBの混入はないと判

　断じます。

　　なお、ユーザーから連絡のあった検出事例1＝おいて1990年以降1二若干の検出事例があります

　が、これは再生油の使用を止めた過渡期に、微量PCB混入の可能性を否定できない1989年以

　前の絶縁油が流通過程で残っていた毛のと思われます。

　　今回の調査を実施する中で、絶縁油中のPCB分析を分析機関でおこなった際の分析方法がい

　ろいろありました。今後、微量PCBの円滑な処理を推進していくためにも、統一されたPCB分析

　方法で、かつ短時間1こ簡便で安価に分析できる方法の実現が必要と思われます。
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9．2今後の対応
（1〕絶縁油の管理

　　今後製造する機器については、1990年以降実施している絶縁油管理①絶縁油メーカーより
　“PCB不合証明書’’を入手、②機器メーカーとして、絶縁油の受け入れ時または製品の出荷時、あ

　るいは受け入れ時と出荷時の両方でPCB分析の実施を継続すること1：より、微量PCB混入が発
　生せぬよう努めます。

（2）PCB処理等1二関連する技術協力

　　当工業会としては、今後ユーザーの設備廃却が進むにつれてPCB処理対象機器が増加するこ

　とが想定されることから、今後、微量PCB混入問題は大きな社会的問題1二発展してい＜との認識

　1＝たち、引き続き微量PCB混入事例の把握に努めるとともに、微量PCB混入機器の処理1二向け

　た国の機関での検討（機器メーカーとして貢献可能な技術的課題、例えば処理技術、処理方法等

　の検討）に積極的1二協力していきます。

　　また、PCBの簡易分析法の早期開発1二対する協力もお二なっていきます。

（3〕ユーザー窓口体制の継続と個別対応

　　微量PCB混入機器1二関する情報の公開とユーザーへの対応が重要となることから、現在機器メ

　ーカーが設けているrお客様対応窓口体制」の継続とユーザーへの情報公開をホームヘージヘの

　記載等と合わせて実施するとともに、修理・点検・絶縁油の交換などのメンテナンス履歴等のエビ

　テンスの管理が重要なことから、これらについての情報提供や助言をお二なっていきます。

（4）保守・メンテナンス等に関連する技術情報の提供

　　さら1＝、保守・メンテナンス時の電気機器等の取り扱いについての情報の提供、微量PCB混入

　機器1＝関する技術情報の提供、PC8分析機関の情報の提供毛お二ないます。

以上
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